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研究成果の概要： 

 本研究では、広域レベルの成長管理体系における総合的な計画評価システムについて調査を

実施した。今後、日本は急激な人口減少化社会を迎えるわけであり、その対策として社会のす

べての面での厳格な需要予測、需要管理に基づく社会システムの運用が必要といわれている。

都市計画についても、人口予測値をどのように推計し、計画に位置付け、評価するかが厳しく

問われており、その点が本研究によって確認できた。環境評価では、計画体系と環境評価シス

テムとの連携を調査し、従来の環境影響評価のあり方も含めて、環境評価と計画制度との関連

が検証できた。 
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１．研究開始当初の背景 
 成長管理とは、無秩序に広がる市街化をコ
ントロールし、コンパクトなまちづくりをめ
ざす都市政策である。1970 年代に米国の自治
体で導入され、現在では州計画や地域計画な
ど広域レベルで成長管理計画が導入されて
きている。成長管理は需要管理型（demand 
management）の都市政策である。したがって、
計画の事前、事後評価を実施し、住民または
公共の便益にどのように寄与するか、又はし

たかを明示することがしばしば求められる。
本研究では、広域成長管理である州計画を対
象として、広域レベルでの計画評価システム
を調査する。日本では、市町村合併にともな
い「地域自治組織」の設立が提案されている。
大きな基礎自治体ができる一方で、その内部
のまちづくりをどのように調整していくか
という広域計画の課題が問われている。 
本研究で取り上げる成長管理は、広域調整

に基づく計画策定を実施してきている例で
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あり、広く公共の利益を確保する計画策定お
よび評価のしくみは我国の都市計画の対し
て貴重な示唆を与えるものと期待される。 
 
 

２．研究の目的 
期間内において、以下のことを明らかにす

ることを目的とする。 
 

（１）計画評価の総合的フレームワークを明
らかにする。 
（２）人口予測値をどのように評価している
かを明らかにする。計画人口の推計値および
目標年次での達成度評価は、計画評価の重要
な観点である。 
（３）環境への影響評価がどのように組み込
まれているかを明らかにする。影響の価値は、
広く社会全体で保全することが求められる。
従って、州成長管理制度において計画評価シ
ステムの中にどう組み込まれているかを明
らかにする。 
 

以上の 3つの点について、米国のメリーラ
ンド、ワシントン、オレゴン、ニュージャー
ジ、ジョージアの各州を事例として調査を行
った。計画評価の総合的フレームワークを明
らかにし、人口指標や環境指標をどのように
取り込んでいるかについてもレビューを行
った。 
 

 

３．研究の方法 

 広域計画における評価システムを3つの観

点から調査し、新たな計画論の構築に結び付

けようとするものである。3つの観点とは、

総合性、人口予測値、環境評価である。 

総合性とは、計画評価システムの全体的な

フレームワークを検証することである。計画

制度における位置付け、評価手法、評価項目、

公共参画のしくみなど、計画評価システム全

体の有効性を検証する。 

人口予測値では、計画策定における人口推

計値の取り扱いについて検証するものであ

る。成長管理は需要管理型の都市政策である。

今後、日本は急激な人口減少化社会を迎える

わけであり、その対策として社会のすべての

面での厳格な需要予測、需要管理に基づく社

会システムの運用が必要といわれている。都

市計画についても、人口予測値をどのように

推計し、計画に位置付け、評価するかが厳し

く問われてくる。 

環境評価では、計画体系と環境評価システ

ムとの連携を調査する。環境への影響評価を

実施し、それを計画段階で取り込むことが理

想であるが、現実は環境影響評価が後追い的

になってきている。しかし近年では、戦略的

環境アセスメント（Strategic Environmental I

mpact:SEA）が導入されるようになり、計画

段階から環境へのインパクトを緩和する目

的で計画変更を伴う措置が講じられるしく

みが広がりつつある。米国の州成長管理では、

直接的にはSEAと称してはいないが、州によ

ってはSEA的なしくみを既に導入していると

ころもある。従来の環境影響評価のあり方も

含めて、環境評価と計画制度との関連を検証

する。 

 役割分担としては、西浦が都市計画、成長

管理、環境影響評価の分野を担当し、平が都

市計画、人口問題を担当して調査を進める。

調査方法は、文献調査と現地でのヒアリング

および資料収集という方法をとる。 

 

 

４．研究成果 
（１）計画評価の総合性 
ニュージャージ州の州成長管理システム

をもとに明らかにされた。代替案を基礎自治
体主体のもとで策定し、そのプロセスにおい
て個々の代替案を定量的に総合評価する重
要性が確認された。ニュージャージの州計画
体系は、他州の制度に比べてソフトな仕組み
である。ソフトな仕組みであっても広域計画
として機能している要因は、相互承認システ
ムという仕組みを持っていることである。州
計画を策定するだけでなく、それを第 1案と
して約 3年かけて州内の自治体意見を集約し
代替案を練り直し、最終案へと作り上げてい
く仕組みである。この仕組みを通じて、関係
者の意識を高め、州計画の浸透が図れている
と考えられる。しかし、本論の分析結果から
は、州計画のコンテンツに課題が残り、ガイ
ドラインとしての位置付けられている州計
画であっても、開発コントロールが及んだ場
合の負担の公平性の問題を処理する仕組み
が求められる。我国の広域地方計画のあり方
は、中身のつくり方など多くの課題が山積し
ている。この点に関して、ニュージャージの
相互承認システムのような仕組みを取り入
れ、広域計画の必要性と役割を浸透させてい
くことが必要である。 
 

（２）人口予測値の取り扱い 
シアトル市のみを研究対象として行った。

同市では人口配分はかなり効果的であると
捉えている。また、市や町の人口配分に関す
る GMHB への申し立てが見られたのは当初
のみであることから、最近は、市や町では、
少なくとも否定的な評価ではないと考えら
れる。ピージェット湾地域においてスムーズ
に行われている要因として、次のようなこと
が考えられる。 



 

 

第一に、郡や市町の人口に対する拘りが強
くないことがある。日本では依然として人口
増加を最終的な政策目標としている自治体
が多く見られるが、ワシントン州では人口よ
りも、GMA 制定の背景にもあるように、自
然環境、持続可能な経済成長、州民の生活の
質をより重要視している。我が国のように人
口規模に応じて地方交付税の額が決定する
ということもなく、ワシントン州では、他の
州と同様に、税収増加策としては従来商業施
設や企業誘致が優先されてきた。将来人口は
成長目標値と位置づけてはいるが、政策のア
ウトカムとはしていない。言い換えると、人
口は管理や配分の対象という意識が根底に
ある。 
第二に、州―郡―市町という地方自治体の

階層間の比較的良好な関係が挙げられる。一
般的に、州が権限を握って全てを決定すると
いうトップダウン方式は市町などの抵抗を
生み、逆に市町が全てを決定するというボト
ムアップ方式はスプロールを容認する傾向
がある。ワシントン州はその中間の考え方を
採用している。自治体階層間の双方向性が確
保されることにより、政策の実施を通して、
特に郡と市の間での情報交換や調整が促進
され、相互の信頼関係が構築されている。シ
アトル市のあるキング郡がその典型的な例
である。このようなことが、成長管理政策の
実効性を担保していると言える。また、郡と
市が、将来人口という「パイ」の配分には広
域的な調整が必要であるという認識を有し
ている。 
第三に、実施に関するしくみの柔軟性があ

る。まず、OFM は、人口推計に際して、郡
や市町のデータ・情報を受け入れるなどの柔
軟性を確保している。そして、人口推計値に
幅があり、郡が人口の成長目標値を決定する
に際して裁量が残されている。OFM の人口
推計値に不服の場合、郡と市は GMHB に申
し立てを行えるという救済制度が用意され
ている。また、3 つの GMHB は所管してい
る地域の状況によって異なる判断を下すこ
とができる。そのようなことが起きた場合、
法改正を行うか、州の最高裁で決定により、
州全体の考え方を統一するしくみも用意さ
れている。実際には人口推計値に対する不服
申し立ては１件のみであるが、このような仕
組みがあることは、郡や市にとっては安心感、
OFM にとっては緊張感を与えるとともに、
しくみの硬直化を防ぐことに貢献している
と言える。 
第四に、OFM の専門性、中立性も見逃す

ことができない。成長管理政策導入以前から
の OFMの実績が、郡や市町から評価され高
い信頼感を得ている。 
一方で、人口推計及び配分に関する問題点・
課題として、次のような点が挙げられる。 

構造的な課題として、まず、経済動向を所与
の条件とするという前提がある。すなわち、
成長を促すという能動的な政策でなく、成長
への対応という受動的な政策と性格づける
ことができる。 
 

（３）環境評価 
いずれの調査対象自治体においても積極

的に取り組まれていた。大規模開発規制にお
いても、開発の影響を評価する項目として環
境評価が盛り込まれている。自治体によって
は、インデックス化によるフォローアップ調
査にも生かせるような仕組みを構築してい
る取り組みもみられた。 
環境保全における農地保全の目的で、地役

権を導入しているメリーランドの事例は、環
境評価の延長線上にある保全という取り組
みで位置づけられる。メリーランド州の農地
等の保全施策は約 40 年の歴史がある。その
間、保全の対象が、自然環境から農地や林地
へと広がり、生態系にとって重要な土地に特
化するとともに、多様な土地を包括的にかつ
広域的に保全する施策へと発展した。目的は
当初、農地等の保全だけであったが、スマー
ト・グロース政策の一環として、スプロール
の抑制が加えられ、大きく転換した。このこ
とにより、環境部門、農業部門、計画部門が
共同で担当するようになった。手法について
は、土地利用の規制から地役権取得と大きく
進化した。これらの施策の発展は、ワシント
ン DCの成長に伴う開発圧力の高まりという
農地等にとっての危機と、州民の保全に対す
る支持の高さによるものと考えられる。しか
しながら、スプロールの抑制という目的の追
加に施策の遂行が十分に反映されていない
とともに、保全の目標達成は、予算の変動、
土地所有者の自主性に委ねられていること、
地価の高騰などで必ずしも容易ではない。ま
た、農業後継者の不足や農地の分割に関する
法律の抜け道といった、地役権の取得とは別
の対応が必要な問題もある。これらの問題に
対して、施策のさらなる進化により解決を図
ることが期待される。 
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